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町田市体育施設条例の一部を改正する条例 

町田市体育施設条例（平成１７年６月町田市条例第３４号）の一部を次のように改

正する。 

別表第４の３の表放送設備の項の次に次のように加える。 

大型映像装置 町田市立総合

体育館メイン

アリーナ 

一式 １時間 ２，５００円 ５，０００円 

別表第４の３の表備考を次のように改める。 

備考 

 １ 附属設備の利用単位「１回」とは、専用利用の許可を受けた時間とする。 

２ 大型映像装置を利用して広告を表示する場合は、利用料金に広告１件につき

７，０００円を加算する。 

附 則 

この条例は、令和元年１２月１６日から施行する。 



＿部分は改正部分 

町田市体育施設条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第４（第１６条関係） 別表第４（第１６条関係） 

１・２ 略 １・２ 略 

３ 附属設備利用料金 ３ 附属設備利用料金 

附属設備の名称等 利

用

単

位 

利用料金 

スポーツに利用

する場合で入場

料の徴収又はこ

れに類する取扱

いをしない場合 

スポーツに利用

する場合で入場

料の徴収又はこ

れに類する取扱

いをする場合及

びその他の事業

等に利用する場

合 

略 略 略 略 略 略 

放送設

備 

町田市立

総合体育

館メイン

アリーナ 

一式 １

回 

３，２４０円 ６，４９０円 

大型映 

像装置 

町田市立

総合体育

館メイン

アリーナ 

一式 １

時

間 

２，５００円 ５，０００円 

略 略 略 略 略 
 

附属設備の名称等 利

用

単

位 

利用料金 

スポーツに利用

する場合で入場

料の徴収又はこ

れに類する取扱

いをしない場合 

スポーツに利用

する場合で入場

料の徴収又はこ

れに類する取扱

いをする場合及

びその他の事業

等に利用する場

合 

略 略 略 略 略 略 

放送設

備 

町田市立

総合体育

館メイン

アリーナ 

一式 １

回 

３，２４０円 ６，４９０円 

      

略 略 略 略 略 
 



＿部分は改正部分 

町田市体育施設条例新旧対照表 

改正後 改正前 

備考 

１ 附属設備の利用単位「１回」とは、専用利用の許可を受けた時間

とする。 

２ 大型映像装置を利用して広告を表示する場合は、利用料金に広告

１件につき７，０００円を加算する。 

備考 附属設備の利用単位「１回」とは、専用利用の許可を受けた時間

とする。 

 


